
八潮市役所　☎048-996-2111

（2）No.806広報 平成30年（2018年）1月10日

腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

対
象
と
な
る
方

　
次
の
方
の
う
ち
、
源
泉
徴
収
票

を
お
持
ち
で
、
所
得
税
な
ど
が
還

付
に
な
る
方

①
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
が
済
ん

で
い
な
い
方

②
給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
等
の

受
給
者
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る

方③
公
的
年
金
等
の
受
給
者

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
400

万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
他
の

所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る

場
合
に
は
、
所
得
税
な
ど
の
確
定

申
告
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
所
得
税
な
ど
の
還
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
確
定
申

告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

・
平
成
29
年
分
の
給
与
所
得
ま
た

は
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）

・
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
で

金
融
機
関
名
と
口
座
番
号
の
分
か

る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

・
印
鑑
、
電
卓
、
筆
記
用
具

・
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

を
確
認
で
き
る
も
の
＝
個
人
番
号

カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
通
知
カ

ー
ド
な
ど
の
原
本
と
写
し

・
本
人
確
認
書
類
＝
個
人
番
号
カ

ー
ド
ま
た
は
免
許
証
、
健
康
保
険

の
被
保
険
証
な
ど
の
原
本
と
写
し

※
こ
の
他
、
申
告
の
内
容
に
応
じ

て
次
の
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

①
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
が
済
ん

で
い
な
い
場
合
お
よ
び
公
的
年
金

等
の
申
告
を
す
る
場
合

・
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険
料
な

ど
）、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険

料
な
ど
の
支
払
証
明
書
《
加
入
先

保
険
会
社
な
ど
で
発
行
》

②
医
療
費
控
除
・
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療
費
控
除

の
特
例
）
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を

受
け
る
場
合

・
平
成
29
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

費
の
領
収
書
の
代
替
と
し
て
医
療

費
控
除
の
明
細
書
、
セ
ル
フ
メ
デ

ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書

※
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
医
療
費
通
知
（
医
療
費
の
お
知

ら
せ
な
ど
）
を
添
付
す
る
と
明
細

書
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

・
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
を
受
け
る
方
は
、
一
定
の
取
り

組
み
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
書
類
（
特
定
健
康
診
査
、
予

防
接
種
、
定
期
健
康
診
断
、
健
康

診
査
、
が
ん
検
診
）

※
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
…
医
療
用
医
薬
品
か
ら
市
販
の

医
薬
品
に
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
の

購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
に
適
用

さ
れ
る
医
療
費
控
除
の
特
例

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
お

よ
び
本
人
確
認
書
類

　
社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
28
年
分
以
降
の

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

や
贈
与
税
の
申
告
書
の
提
出
の
際

に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
12
桁
）

の
記
載
・
本
人
確
認
書
類
の
提
示

お
よ
び
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

※
控
除
対
象
配
偶
者
・
扶
養
親
族

の
方
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
お

よ
び
写
し
の
提
出
は
不
要
で
す
。

復
興
特
別
所
得
税
の
記
載

漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
平
成
25
年
分
〜
49
年
分
の
各
年

分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
と
併
せ

て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
お
よ

び
納
付
が
必
要
で
す
。

給
与
支
払
者（
会
社
な
ど
）

の
皆
さ
ん
へ

　
給
与
を
支
払
う
事
業
所
（
会
社

な
ど
）
で
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義

務
が
あ
る
場
合
は
、
給
与
の
受
給

者
が
１
月
１
日
現
在
で
お
住
ま
い

の
市
区
町
村
に
、
前
年
中
の
給
与

支
払
額
な
ど
の
必
要
事
項
を
記
載

し
た
「
給
与
支
払
報
告
書
」
の
提

出
が
必
要
で
す
。

　
正
社
員
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
の
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら

ず
、
給
与
を
受
給
し
た
方
の
「
給

与
支
払
報
告
書
（
個
人
別
明
細

書
）」
を
２
部
作
成
し
、
総
括
表

と
と
も
に
、
１
月
31
日
ま
で
に
市

民
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
昨
年
中
に
退
職
し
た
場

合
で
も
、
給
与
支
払
額
が
30
万
円

を
超
え
る
場
合
は
提
出
が
必
要
で

す
。

　
平
成
29
年
分
の
所
得
税
等
の
還
付
申
告
会
を
開
催
し
ま
す
。
ご
自
身
で

確
定
申
告
書
の
作
成
を
行
い
、
そ
の
場
で
提
出
が
で
き
ま
す
の
で
、
必
要

な
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。物

市
民
税
課
☎
奮
２
０
６

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

還
付
申
告
会
な
ど
の
お
知
ら
せ

越谷税務署
☎965-8111（音声案内）へ

確定申告に関するお問い合わせは、

確定申告に関する情報や申告書作成コーナ
ーの情報は国税庁のホームページ（https:
//www.nta.go.jp/）でご覧いただけます。

市民税・県民税
申告の受付案内

受　付　日 場　所 受　付　時　間 留　意　事　項
2月16日㈮ 八條公民館

午前9時30分～11時
午後1時30分～3時30分 ・申告内容によっては、税務署主催の申告会場を案内する

場合があります。
・申告会場施設へのお問い合わせはご遠慮ください。
・2月25日㈰の午前9時から11時まで日曜申告を行います。

2月19日㈪ 古新田公民館
2月20日㈫ 大曽根中公民館
2月21日㈬ 資料館
2月22日㈭ ゆまにて
2月23日㈮～
3月15日㈭
※土・日曜日を除く

八潮メセナ
展示室
※開館は午前9時

午前9時～11時
午後1時～4時

　市民税・県民税の申告受付日程は、
次のとおりです。
　詳しくは、広報やしお2月号でお
知らせします。

還付申告受付日程
受　付　日 場　所 受　付　対　象　者 受　付　時　間 留　意　事　項

2月6日㈫～8日㈭ 八潮メセナ
集会室

・公的年金等の受給者で医療費控除を受
ける方

・公的年金等の所得と給与所得のある方
・給与所得者で医療費控除を受ける方
・退職などで年末調整が済んでいない方

午前9時30分～10時30分
午後1時～2時30分
※開館は午前9時

・混雑の状況によっては、受付を早めに締め切る場合があります。
・寄附金控除や住宅借入金等特別控除（平成29年入居分）などの受付
は行っていません。

・午前中は混雑が予想され、混雑の状況によっては午前の受付でも午
後になることがあります。

・初日は大変混雑しますので分散にご協力ください。
・八潮メセナへのお問い合わせはご遠慮ください。

◇八潮メセナ会場

◇税理士事務所など（税理士会主催：完全予約制）
最寄りの税理士事務所または関東信越税理士会越谷支部（☎962－6131）に連絡して、日時などを事前に確認のうえ、お出かけください。
受　付　日 場　所 受　付　対　象　者 受　付　時　間 留　意　事　項

2月1日㈭～15日㈭ 税理士事務所 ・公的年金等を受給している方
・給与所得者で医療費控除を受け
る方

・退職などで年末調整が済んでい
ない方

午前9時30分～正午
午後1時～4時 ・完全予約制のため、事前予約のない方は、ご利用できません。

・費用は無料ですが、相談内容によっては有料になることもあります。
・土・日曜日、祝日の受付も行っていますので、ご予約ください。2月6日㈫ 越谷市中央市民会館

（5階） 午後1時～4時

2月9日㈮ 八潮メセナ集会室 午前9時30分～正午

所得税・個人消費税・贈与税等の確定申告受付日程
◇イオンレイクタウン会場

受　付　日 場　所 受　付　対　象　者 受　付　時　間 留　意　事　項

2月16日㈮～3月15日㈭
（土・日曜日を除く）
※ただし、2月18日㈰・25日
㈰に限り開場します。

イオンレイクタウン
（kaze“かぜ”）3階
「イオンホール」

・事業・不動産所得者
・譲渡所得がある方
・贈与税の申告が必要な方
・消費税の申告が必要な方
・医療費控除・住宅借入金等特
別控除を受ける方など

午前9時～午後4時

・混雑の状況によっては、受付を早めに締め切る場合があります。
・申告書の作成には時間を要しますので、お早目にお越しください。
・イオンレイクタウン会場の開設期間中（2月16日～3月15日）は、越
谷税務署では申告相談を行っていません。左記開設期間以外は越谷
税務署内で受付しますが、相談スペースが限られており、長時間お
待ちいただく場合があります。


